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令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

水管理・国土保全局治水課 

全国１０９の一級水系全てにおいて 

『流域治水プロジェクト』を策定・公表します 

～『流域治水』の現場レベルでの取組を本格的にスタート！～ 

「流域治水」に関する地域での取組を推進するため、河川整備に加え、流域のあらゆ

る関係者が協働して行う対策も含めた治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」と

して各水系でとりまとめ、今般、全国一斉に公表します。 

＜概要＞ 

流域治水プロジェクトは、近年の気候変動による災害の激甚化、頻発化を踏まえ、上流、

下流、本川、支川の流域全体を俯瞰し、河川整備、雨水貯留浸透施設、土地利用規制、利

水ダムの事前放流など、あらゆる関係者の協働による治水対策の全体像をとりまとめた初

めての取り組みです。 

総勢２，０００を超える機関が参画する流域治水協議会を全国全ての一級水系で立ち上

げて、関係機関が協働して流域治水プロジェクトの作成を目指して参りました。 

本日、全国１０９の全一級水系、１２の二級水系において、流域治水プロジェクトを一

斉に公表します。 

今後、関係省庁とも連携して、国土交通省の総力をあげて、本プロジェクトを実行し、

「防災・減災が主流となる社会づくり」を全力で推進してまいります。 

各水系で公表したプロジェクトは、以下の国土交通省ホームページに掲載しております。 

【国土交通省ホームページ】 
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html

【問い合わせ】 

国土交通省水管理・国土保全局 治水課 

企画専門官  山田 拓也（内線：35-542） 

企画調整係長 高木 拓真（内線：35-543） 

代表 03-5253-8111、直通 03-5253-8452、FAX 03-5253-1604 

同時発表：各地方整備局、北海道開発局 
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湧別川流域治水協議会規約

（設 置）

第１条 「湧別川流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（目 的）

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、湧別川流域において、あらゆる関係者が協働して

流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議

・情報共有を行うことを目的とする。

（協議会の構成）

第３条 協議会は、別表の職にある者をもって構成する。

２ 協議会に会長を置き、会長は網走開発建設部長とする。

３ 会長は、協議会の事務を掌理する。

４ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。

５ 協議会を進めていくにあたり、その他の湧別川流域内関係機関等についても、協議会

の同意を得て、構成員として追加できるものとする。

（協議会の実施事項）

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。

一 湧別川流域で行う流域治水の全体像を共有・検討。

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治

水プロジェクト」の策定と公表。

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。

四 その他、流域治水に関して必要な事項。

（協議会資料等の公表）

第５条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮り、非公表にする

ことができる。

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後、公表するものとする。

（事 務 局）

第６条 協議会の事務局は、網走開発建設部治水課並びにオホーツク総合振興局網走建設管

理部事業室治水課に置く。

（雑 則）

第７条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会で決定するものとする。
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（附 則）

この規約は、令和２年 ８月３１日から施行する。

この規約は、令和３年 ３月２３日から施行する。

（第３条 ２，３追記、別表 構成員追加）

別表 湧別川流域治水協議会 構成員

関 係 機 関 構 成 員

網 走 開 発 建 設 部 部 長

オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 局 長

湧 別 町 町 長

遠 軽 町 町 長

網 走 西 部 森 林 管 理 署 署 長

森林整備センター札幌水源林整備事務所 所 長
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渚滑川流域治水協議会規約

（設 置）

第１条 「渚滑川流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（目 的）

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、渚滑川流域において、あらゆる関係者が協働して

流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議

・情報共有を行うことを目的とする。

（協議会の構成）

第３条 協議会は、別表の職にある者をもって構成する。

２ 協議会に会長を置き、会長は網走開発建設部長とする。

３ 会長は、協議会の事務を掌理する。

４ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。

５ 協議会を進めていくにあたり、その他の渚滑川流域内関係機関等についても、協議会

の同意を得て、構成員として追加できるものとする。

（協議会の実施事項）

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。

一 渚滑川流域で行う流域治水の全体像を共有・検討。

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治

水プロジェクト」の策定と公表。

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。

四 その他、流域治水に関して必要な事項。

（協議会資料等の公表）

第５条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後、公表するものとする。

（事 務 局）

第６条 協議会の事務局は、網走開発建設部治水課並びにオホーツク総合振興局網走建設管

理部事業室治水課に置く。

（雑 則）

第７条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会で決定するものとする。
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（附 則）

この規約は、令和２年 ８月３１日から施行する。

この規約は、令和３年 ３月２３日から施行する。

（第３条 ２，３追記、別表 構成員追加）

別表 渚滑川流域治水協議会 構成員

関 係 機 関 構 成 員

網 走 開 発 建 設 部 部 長

オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 局 長

紋 別 市 市 長

滝 上 町 町 長

網走西部森林管理署 西紋別支署 支署長

森林整備センター札幌水源林整備事務所 所 長
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